
別紙2

少なくとも 6572 個

432 個

少なくとも 1980 個

220 個

少なくとも 19675 個

1548 個

少なくとも 26985 個

1998 個

少なくとも 11123 個

1069 個

6 はるゆたか山食パン 少なくとも 2040 個

7 はるゆたか角食パン６枚 少なくとも 431 個

8 はるゆたか角食パン ノンスライス 少なくとも 11 個

9 はるゆたか玄米角食パン ノンスライス 少なくとも 64 個

10 はるゆたか玄米山食パン ノンスライス 少なくとも 33 個

11 はるゆたかレーズン 少なくとも 37 個

12 はるゆたかレーズン（ハーフ） 少なくとも 294 個

13 はるゆたか全粒粉山食パン ノンスライス 少なくとも 2 個

違反条項

①平成３０年６月から令和元年７月１１日

②令和元年７月１２日から令和元年８月２４日

販売期間

①平成３０年６月から令和元年７月１１日

食品表示基準第７条及
び第９条第１項第１３号

平成３０年６月から平成３０年１２月２４日

平成３０年６月から平成３１年２月１４日

番号 品名

1 はるゆたか全粒粉山食パン６枚

4

3 はるゆたか玄米角食パン６枚

はるゆたか全粒粉角食パン６枚

5 はるゆたか全粒粉角食パン１０枚

原料小麦粉の小麦の品種がはるゆたかでないにもかかわらず、一
括表示の品名欄に「はるゆたか」と表示した

②令和元年７月１２日から令和元年８月２４日

①平成３０年６月から令和元年７月１１日

原料小麦粉の小麦の品種がはるゆたかでないにもかかわらず、一
括表示の品名欄及び商品の主要面に「はるゆたか」と表示した

②令和元年７月１２日から同年８月２４日

原料小麦粉の小麦の品種がはるゆたか１００％でないにもかかわら
ず、当該表示に近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付して、商
品の原材料及び添加物に占めるはるゆたかの小麦を原料とする小
麦粉の重量の割合又は原料小麦粉に占めるはるゆたかの小麦を原
料とする小麦粉の重量の割合を表示せずに、一括表示の品名欄及
び主要面に「はるゆたか」と表示した

①平成３０年６月から令和元年７月１１日

②令和元年７月１２日から令和元年８月２４日

2 はるゆたか玄米山食パン６枚

①平成３０年６月から令和元年７月１１日

②令和元年７月１２日から令和元年８月２４日

②令和元年７月１２日から令和元年８月２４日

①平成３０年６月から令和元年７月１１日

平成３０年６月から平成３１年４月３日

平成３０年６月から平成３１年４月３日

平成３０年６月から平成３１年４月１０日

　　　原料小麦粉の小麦の品種に係る不適正表示

平成３０年６月から平成３１年３月１９日

平成３０年６月から平成３１年４月３日

平成３０年６月から平成３０年７月１１日

販売数量 不適正表示の内容


